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令和２年度スポーツ振興支援事業の実施について（通知） 

 

平素から本県スポーツの振興にご理解とご尽力をいただき、深く感謝申し上げます。 

さて、本会加盟団体又は県内のスポーツ団体が実施するスポーツ事業の開催を支援すること

で、新潟県におけるスポーツの普及・振興を図ることを目的とする標記事業を下記により実施

しますので、補助金を希望する場合は期限までに申請願います。 

補助事業の実施にあたり、主催者において「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止に

万全を期すよう特にお願いいたします。また、リスクへの対応が整わない場合は、主催者が中

止又は延期等を決定し、本会にも速やかに報告願います。「新型コロナウイルス感染症」の状

況・影響や対策については、日々変化しております。政府等からのイベント自粛要請や感染拡

大防止策などについて、最新の情報を把握し、安全確保に細心の注意を払っていただくよう重

ねてお願いいたします。 

また、長年にわたり実施してきた標記事業は令和２年度をもって終了し、令和３年度からは、

スポーツをささえる環境の整備に向けた人材育成に関する事業を新たに展開していきたいと

考えておりますので、これまで補助を受けられた団体においては、今後、補助対象事業（大会

等）の運営方法の工夫や新たな財源確保等についてご検討いただき、当該事業を継続実施され

ることを期待申し上げます。 

記 

 

１ 送付書類 実施要項、交付申請書、予・決算書様式、記入例 

 

２ 提出期限 令和２年５月 29日（金）必着 

 

３ 提 出 先 公益財団法人新潟県スポーツ協会 スポーツ推進課（担当：赤沼） 

        〒950-0933  新潟市中央区清五郎67番地 12 

                デンカビッグスワンスタジアム内 

４ 留意事項 

（１）交付申請書を提出されても必ずしも補助金が交付されるとは限りません。また、補助事

業の対象となった場合でも補助金額は申請額どおりとならない場合があります。 

なお、補助額の上限は、令和元年度までの 10 万円から８万円に減額していますのでご

留意願います。 

（２）交付金申請の記入要領を参照し、見込まれる事業効果等を必ず記入してください。 

（３）補助金は原則として精算払いとします。（事業報告書の提出を受け、補助金額が確定し

た後に確定額を一括交付します。） 

（４）「実施要項」・「スポーツ振興支援事業実施要項の留意事項」をよくご覧ください。 

（５）申請期限は必ず厳守ください。 

 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

公益財団法人 新潟県スポーツ協会 スポーツ推進課 赤沼 

〒950-0933 新潟市中央区清五郎67番地12 デンカビッグスワンスタジアム内 

TEL：025-287-8600  FAX：025-287-8601 akanuma@niigata-sports.or.jp 

 

mailto:akanuma@niigata-sports.or.jp


スポーツ振興支援事業実施要項の留意事項 

 

補助対象事業の実施にあたっては、主催者において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止対策に万全を期して実施するようお願いします。 

なお、実施時期の感染状況等を踏まえての中止、延期もあり得ると思いますので、その際は、

主催者で適切に判断し、その結果を報告願います。 

また、交付申請及び実施報告にあたっては、必ず実施要項を熟読のうえ、記入例を参照して

書類を作成してください。 

併せて、下記については特にご留意をお願いします。 

ご不明の点などは本会にご相談ください。 

 

 

 

 

●実施する場合は、政府・専門家会議や新潟県及び会場地市町村の最新の発表、要請、提言等

に基づき、主催者として適切な感染拡大防止策を講じてください。 

●感染リスク対応が整わない場合は、中止又は延期するなど、主催者として慎重に対応してく

ださい。 

●参加者や運営関係者などで体調不良や発熱等の症状がある方の参加は自粛するよう注意喚

起するとともに、会場でも換気や消毒等を適切に実施してください。 

●急遽、中止・延期を決定した場合及び補助対象事業で感染者が発生した場合は速やかにご報

告ください。 

●消毒液の購入も対象経費とします。（「消耗品費」で計上・報告してください） 

 ただし、換気機器等の機材の購入は対象外とします。 

 

 

記 

（実施要項一部抜粋と注記） 

２ 補助対象団体 

（１）補助対象団体は、下記のいずれかに該当する団体とする。 

   なお、ウ及びエについては、別に定める団体概要に関する書類を提出すること。（過年度にお

いて提出済みで団体概要に大きな変更がない場合及び本会が特に認めた場合は、提出を免除す

る。） 

ア 公益財団法人新潟県スポーツ協会（以下「本会」という。）の加盟団体 

イ 市町村スポーツ少年団 

ウ 法人格（公益財団・社団法人、NPO法人等）を有する新潟県内の非営利スポーツ団体 

エ 本会が特に認めた非営利スポーツ団体 

 

 

 

 

 

３ 補助対象事業及び審査 

対象事業は、原則として下記のとおりとする。 

（１）補助対象団体が開催するスポーツ事業（大会、講習会、研修会等）とする。 

（２）県レベルにおける多様な競技種目や広域的なスポーツの振興を図るため、事業の採択にあた

っては次の事業を優先（優先順位は①～④の順）する。ただし、本会が特に認めた場合はこの

限りでない。 

① 国民体育大会正式実施競技（毎年実施）以外の県競技団体が実施する事業。 

② 複数の市町村スポーツ（体育）協会等が連携して実施する事業。 

○ウとエの場合は、団体概要を提出してください。対象になるかどうか分からない場合は、事

前に事務局にご確認ください。 

【重要】新型コロナウイルス感染症に伴う対応について 



③ ①以外の県競技団体が実施する事業。 

④ その他事業 

（３）補助事業表示（実施要項第 11項）の有無も審査対象とする。 

   なお、報告書提出期限の遵守、事業補助の表示、写真等の提出物の有無について、前年度に

不備等があった場合は、次年度の審査に反映する場合がある。 

（４）申請数は１団体１件とする。 

 

 

 

 

 

 

４ 補助金額等 

  補助金額は原則として対象経費総額の３分の２以内とし、上限（８万円）の範囲内で本会が決

定する。 

 

 

 

 

 

 

８ 事業実施報告書の提出 

（１）事業が完了した日から１ヶ月以内、又は３月 31 日までのいずれか早い日までに下記に留意

のうえ、事業実施報告書（様式２）を本会に提出すること。 

 

 

 

 

９ 補助金の確定 

（１）～（３）略 

（４）下記に該当する場合は、交付決定の取り消し、交付決定額の減額及び交付済みの補助金の返

還を求めることがある。 

ア 対象事業を中止又は廃止した場合 

イ 報告書の提出を怠った場合 

ウ 提出書類に虚偽の記述を行った場合 

エ 事業補助の表示及び写真等の提出を怠った場合 

 

 

 

 

11 事業補助の表示等 

（１）作成する実施（開催）要項、パンフレット、ポスター、ちらし等の印刷物及び看板には、 

「公益財団法人新潟県スポーツ協会補助事業」と表紙の適当な場所に明記すること。（印刷前に

原稿を本会にＦＡＸ又はメール送信し、確認を得ること。）ただし、交付決定以前において事業

を実施した場合はこの限りではない。 

（２）本会が各種啓発活動への協力を依頼した場合はこれに協力すること。 

 

 

 

 

 

○限られた予算の範囲内で実施するため、優先順位を設けています。 

○毎年度のように表示や提出期限等で不備がある団体もあります。昨年度に指摘を受けている

場合は特にご注意ください。書類審査で減点となる場合があります。 

○申請数は１団体１件です。２つ以上の事業申請は受理しません。 

○事業実施報告書の提出期限は厳守してください。 

○交付申請書も同様です。速やかに交付決定をしたいので、期限厳守でお願いします。 

○アからエに該当する場合は、交付決定の取り消しや減額、返納していただく場合があります

ので、いずれにも該当しないようにお願いします。 

 

○事業補助の表示に関して守られない団体もあります。交付申請書、事業実施報告書にチェッ

ク欄を設けてありますので、提出前に確認をお願いします。 

○スポーツ事業の場合は、開催（実施）要項を定め、プログラム・パンフレット類を作成する

ことが多いと思いますので、合理的な理由がない場合以外では必ず表示をしてください。 

○昨年度までの「10万円」から「８万円」に変更しています。 

計算例：対象経費15万円×２／３＝10万円→上限の 80,000円が補助金額 

対象経費12万円×２／３＝８万円→上限ちょうどのため 80,000円が補助金額 

     対象経費10万円×２／３＝6.6万円→上限以内のため 66,666円が補助金額 

 


